
 

 

         

 

 

 

小型家電（携帯電話、デジタルカメラなど）には、鉄、アルミ、金、銀、銅やレアメタルなどの 

有用金属が多く含まれる一方で、鉛などの有害な物質を含むものもあるため、適正な処理が必要で

す。こうしたことから、使用済み小型家電の回収・リサイクルを推進するため、平成 25年 4月 1

日に「小型家電リサイクル法」がスタートしました。リサイクルを行うことにより、循環型社会の

形成に役立てるとともに、埋め立て量の削減を図ることができます。  
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・携帯電話などの中に入っている個人情報は、認定事業者により適切に消去しますが、情報漏洩を防ぐため

ごみ集積所（ステーション）などに出す場合は事前に消去しておいてください。 

・取り外しできる電池・バッテリーは、「有害ごみ」で出してください。取り外せない場合は、「燃えないご

み」で出してください。指定袋に入らない場合は、「粗大ごみ」として、施設へ直接持ち込むか、戸別収

集をご利用ください。 
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庄原市指定収集袋 

       に入れてください。  

 

「燃えないごみ」の収集日に、ごみ集積所 

（ステーション）に出す。【収集日】月１回 

※収集日は、地域によって異なりますので、各地域のごみ収集 

カレンダーをご確認ください。 

１ 

２ 

施設へ直接持ち込む。 

【東城地域以外】リサイクルプラザ 

【東城地域】東城クリーンセンター 

２ 
（小型家電以外の燃えないごみと 

一緒に入れてＯＫ） 

注意事項   

電話機・FAX・携帯電話・PHS・AC アダプタ・ラジオ・デジタルカメラ・デジタルビデオカメラ・DVDレコー

ダー・デジタルオーディオプレーヤー・ステレオセット・パソコン・ハードディスク・USBメモリ・プリンター・

ディスプレイ・電子書籍端末・電動ミシン・電動ドリル・電卓・ヘルスメーター・電動式吸入器・フィルムカメラ・

炊飯器・電子レンジ・扇風機・除湿器・アイロン・掃除機・こたつ・電気ストーブ・ヘアドライヤー・電気カミソ

リ・マッサージ機・ランニングマシン・電気芝刈り機・照明器具・デジタル時計・キーボード・エレキギター・ゲ

ーム機 など  

●携帯電話・ 

スマートフォン 

●デジタルカメラ ●ビデオカメラ ●電卓 など ●携帯音楽プレーヤー ●携帯ゲーム機 



 

 

 

 

 

 

食品ロスは、食品メーカーやスーパーマーケットで発生していると思いがちですが、食品ロス量の半分

は家庭から発生しています。消費者庁が行った食品ロスに関する調査の結果は次のとおりです。 

  

家庭からの食品ロスの要因は、①料理を作りすぎたりして残る「食べ残し」、②野菜の皮や茎など食べ

られるところまで切って捨ててしまう「過剰除去」、③未開封のまま食べずに捨ててしまう「直接廃棄」

です。少し意識したり、工夫したりするだけで、食品ロスを減らすことができます。家庭で食品ロスを減

らすコツは、買い物時は「必要な分だけ買う」、料理の際は「食べきれる量を作る」、食事の際は「おい

しく食べきる」ことが基本です。 

みんなで、食材を無駄なく使って、おいしく食べきろう！ 

～消費者庁 食品ロス削減ガイドブック（令和６年度版）より 

 

 

～ 10月 30日 食品ロス削減の日 ～ 

 

環境標語（令和 6年度環境標語コンクール ） 

     つけっぱなし もったいないよ むだづかい 

東城小学校４年  横山 志乃 

 

 

 

２位 野菜 ３位 おかず １位 主食（ごはん、パン、麺類） 

３位 賞味期限・消費期限が切れた 

 

１位 食べきれなかった ２位 傷ませてしまった 

家庭で捨てられやすい食品 

捨ててしまう理由 


